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国
民
健
康
保
険
税
の

引
き
上
げ
に
つ
い
て

国
民
健
康
保
険
は
、
国
保
加
入

者
の
人
が
医
療
機
関
で
受
診
を
受

け
た
際
の
医
療
費
を
、
加
入
者
皆

さ
ま
の
国
民
健
康
保
険
税
と
し
て

負
担
し
あ
う
相
互
扶
助
の
制
度
で

す
。国

保
税
以
外
の
医
療
費
の
財
源

は
、
国
や
県
か
ら
の
支
出
金
、
一

般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
な
ど
で
ま

か
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
数
年

医
療
の
高
度
化
な
ど
に
伴
い
、
医

療
費
の
支
出
は
年
々
増
加
す
る
傾

向
に
あ
り
、
吉
岡
町
の
国
民
健
康

保
険
の
財
政
状
況
は
非
常
に
厳
し

い
状
態
と
な
っ
て
い
ま
す
。

現
状
の
財
政
状
況
を
踏
ま
え
、

ま
た
、
将
来
的
な
医
療
費
の
増
加

を
想
定
し
、
健
全
な
国
民
健
康
保

険
制
度
の
運
営
に
資
す
る
た
め
、

や
む
を
え
ず
引
き
上
げ
を
行
う
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

改
定
内
容

①
国
保
税
に
つ
い
て

国
民
健
康
保
険
税
は
、
加
入
者

全
員
に
負
担
し
て
い
た
だ
く
基
礎

課
税
分
（
医
療
分
）
と
後
期
高
齢

者
支
援
金
等
課
税
分（
支
援
金
分
）

の
ほ
か
、
40
歳
以
上
65
歳
未
満
の

人
に
負
担
し
て
い
た
だ
く
介
護
納

付
金
課
税
分
（
介
護
分
）
に
区
分

さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
所
得

割
、
資
産
割
、
均
等
割
、
平
等
割

の
合
計
に
よ
り
算
出
さ
れ
ま
す
。

所
得
割
は
加
入
者
の
前
年
の
所

得
、
資
産
割
は
加
入
者
が
吉
岡
町

に
所
有
す
る
固
定
資
産
（
土
地
・

家
屋
）
の
固
定
資
産
税
額
、
均
等

割
は
加
入
者
の
人
数
、
平
等
割
は

１
世
帯
あ
た
り
で
算
出
さ
れ
ま
す
。

②
税
率
の
改
定
に
つ
い
て

町
で
は
今
回
の
引
き
上
げ
に
伴

い
、
資
産
割
の
賦
課
割
合
の
引
き

下
げ
と
均
等
割
の
賦
課
割
合
の
引

き
下
げ
を
行
い
ま
し
た
。

国
保
加
入
者
所
有
の
固
定
資
産

の
多
く
は
収
入
を
生
み
出
さ
な
い

居
住
用
の
土
地
・
家
屋
で
あ
る
こ

と
や
、
近
隣
市
町
村
の
資
産
割
の

割
合
な
ど
に
着
目
し
、
資
産
割
の

賦
課
割
合
の
引
き
下
げ
を
行
っ
た

も
の
で
す
。
資
産
割
の
引
き
下
げ

分
は
所
得
割
に
転
嫁
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

均
等
割
の
賦
課
割
合
の
引
き
下

げ
は
、
吉
岡
町
に
お
け
る
国
保
加

入
世
帯
の
状
況
や
県
内
市
町
村
の

均
等
割
の
賦
課
割
合
に
着
目
し
、

実
施
し
た
も
の
で
す
。
均
等
割
の

引
き
下
げ
分
は
平
等
割
に
転
嫁
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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改
定
後
の

税
率
な
ど

①
課
税
限
度
額
の
引
き
上
げ

地
方
税
法
施
行
令
の
改
正
に
伴

い
、
以
下
の
と
お
り
課
税
限
度
額

が
引
き
上
げ
と
な
り
ま
す
。

医 療 分 47万円�

支援金分 12万円�

介 護 分 10万円�
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支援金分 13万円�
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改
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健
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引
き
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税
率
の
改
定
に
つ
い
て�



所得割 5.0％�

資産割 29.0％�

均等割 28,400円�

平等割 25,200円�

所得割 1.4％�

資産割 8.0％�

均等割 7,400円�

平等割 6,600円�

所得割 1.2％�

資産割 7.0％�

均等割 8,500円�

平等割 5,000円�

〈改定前〉�〈改定後〉�

医　療　分�
課税限度額�
47万円�

支 援 金 分 �
課税限度額�
12万円�

介　護　分�
課税限度額�
10万円�

区　分� 税　率�

所得割 6.7％�

資産割 24.0％�

均等割 27,500円�

平等割 38,000円�

所得割 1.8％�

資産割 6.0％�

均等割 7,600円�

平等割 10,400円�

所得割 1.3％�

資産割 5.0％�

均等割 7,400円�

平等割 6,800円�

医　療　分�
課税限度額�
50万円�

支 援 金 分 �
課税限度額�
13万円�

介　護　分�
課税限度額�
10万円�

区　分� 税　率�
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◆
保
険
税
の
計
算
方
法

医
療
分
・
支
援
金
分
・
介
護
分

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う

に
計
算
し
た
金
額
の
合
算
額
が
保

険
税
額
と
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
医
療
分
・
支
援
金

分
・
介
護
分
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い

て
、
限
度
額
を
超
え
る
部
分
は
課

税
さ
れ
ま
せ
ん
。

◆
保
険
税
の
軽
減
に

つ
い
て

世
帯
（
加
入
者
と
世
帯
主
）
の

総
所
得
に
応
じ
て
、
均
等
割
・
平

等
割
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

軽
減
率
は
次
の
と
お
り
で
す
。

新
し
い
税
率
で
の

計
算
例

所得割所得割＝世帯の国保加入者の課税所得金額の合計額×所得割率＝世帯の国保加入者の課税所得金額の合計額×所得割率�

資産割資産割＝世帯の国保加入者の固定資産税額の合計額×資産割率＝世帯の国保加入者の固定資産税額の合計額×資産割率�

均等割均等割＝世帯の国保加入者の人数×均等割額＝世帯の国保加入者の人数×均等割額�

平等割平等割＝１世帯につき平等割額の金額＝１世帯につき平等割額の金額�

所得割＝世帯の国保加入者の課税所得金額の合計額×所得割率�

資産割＝世帯の国保加入者の固定資産税額の合計額×資産割率�

均等割＝世帯の国保加入者の人数×均等割額�

平等割＝１世帯につき平等割額の金額�

※介護分は40歳から64歳の加入者のみ計算対象になります。

 世帯（加入者と世帯主）の総所得 軽 減 率�

33万円　以下 ７割軽減�

33万円＋24.5万円×（世帯主を除く加入者数）　以下 ５割軽減�

33万円＋35万円×（加入者数）　以下 ２割軽減�

〈改定前〉� 〈改定後〉�

加入者４人（50代の夫婦・20代の学生２人）�
　課税所得：300万円�
　固定資産税額：40,000円（夫の所有）�

年額：442,600円 ⇒ 年額：518,400円�
年額で75,800円の増額となります。�

計 算 例 ① �

〈改定前〉� 〈改定後〉�

加入者１人（63歳）�
　課税所得：０円（７割軽減に該当の場合）�
　固定資産税額：０円�

年額：24,200円 ⇒ 年額：29,200円�
年額で5,000円の増額となります。�

計 算 例 ② �

②
平
成
22
年
度
か
ら
の

改
定
後
の
税
率
と
課
税
限
度
額
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平
成
22
年
度
国
民
健

康
保
険
税
納
税
通
知

書
の
発
送
に
つ
い
て

平
成
22
年
４
月
加
入
分
か
ら
の

国
民
健
康
保
険
税
は
、
７
月
の
本

算
定
に
よ
り
計
算
さ
れ
ま
す
。
納

税
通
知
書
の
発
送
は
、
７
月
中
旬

の
予
定
で
、
納
期
限
は
次
の
と
お

り
で
す
。

保
険
税
の
納
付
に
ご

理
解
・
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す

平
成
22
年
度
か
ら
国
保
加
入
者

の
皆
さ
ま
に
は
国
民
健
康
保
険
税

の
負
担
増
を
お
願
い
す
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
が
、
保
険
税
は
国
民

健
康
保
険
制
度
上
大
変
貴
重
な
財

源
と
な
り
ま
す
。
保
険
税
が
滞
納

に
な
り
ま
す
と
督
促
手
数
料
・
延

滞
金
の
発
生
に
よ
り
負
担
増
に
つ

な
が
り
ま
す
。
ま
た
、
財
産
の
差

押
え
な
ど
の
不
利
益
処
分
に
つ
な

が
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
保

険
税
の
納
付
に
つ
き
ま
し
て
は
、

納
期
限
内
の
納
付
に
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

◆
収
納
強
化
に
つ
い
て

町
で
は
、
滞
納
対
策
の
一
環
と

し
て
、
町
税
全
般
に
わ
た
り
納
期

限
内
納
付
の
推
進
を
強
化
し
ま

す
。納

期
限
後
の
納
付
は
、
延
滞
金

の
発
生
な
ど
、
納
税
者
の
負
担
が

さ
ら
に
増
え
て
し
ま
う
結
果
と
な

り
ま
す
の
で
、
納
期
限
を
過
ぎ
て

も
未
納
の
人
を
対
象
に
、
督
促
状

発
送
前
に
電
話
催
告
を
行
う
予
定

で
す
。

納
め
忘
れ
の
人
な
ど
不
愉
快
な

思
い
を
さ
せ
て
し
ま
う
場
合
も

多
々
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
ご
理

解
・
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、
諸
事
情
に
よ
り
納
期
限

内
の
納
付
が
で
き
ず
、
や
む
を
え

ず
分
割
で
の
納
付
を
希
望
さ
れ
る

人
は
、
役
場
財
務
課
税
務
室
で
相

談
を
受
付
け
ま
す
。
な
お
、
分
割

で
の
納
付
の
場
合
で
も
納
期
限
は

変
わ
ら
ず
、
延
滞
金
や
督
促
手
数

料
な
ど
が
発
生
す
る
旨
を
申
し
添

え
ま
す
。

▼
問
合
せ
先

役
場
財
務
課
税
務

室
牲
54
・
３
１
１
１
（
内
線
１

３
７
）

〈改定前〉� 〈改定後〉�

加入者１人（20代）�
　課税所得：100万円�
　固定資産税額：０円�

年額：131,600円 ⇒ 年額：168,500円�
年額で36,900円の増額となります。�

計 算 例 ③ �

〈改定前〉� 〈改定後〉�

加入者２人（65～74歳夫婦）�
　課税所得：150万円�
　固定資産税額：40,000円�

年額：214,200円 ⇒ 年額：258,100円�
年額で43,900円の増額となります。�

計 算 例 ④ �

期　別 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期 第９期�

納期限 8月2日 8月31日 9月30日 11月1日 11月30日 12月27日 1月31日 2月28日 3月31日�

�※この納期限のほか、年金からの天引き（特別徴収）では、４月、６月、８月が仮徴収分として、10月、12月、２月�
　が本徴収分として、年金からの天引きにより納めていただくことになります。�


